
1  転籍協定とは、事業の移管
・分離等1 4 料池熱 ～ 籍 ナる組合員の月u を 、ワ雅 にする

ために労働組合として十分な職場討議後IJ圏関決定し、2002年 9月に会社と下記の内容

で協定したもので丸

転 籍 協 定 書

株式会社東芝 (以下会社という)と 東芝州鞭 合 (以下組合という)と は、事業の移管 ・

分離等に伴い他会社へ転籍する組合員の取扱につき下記のとおり協定する。

記

1  事 業の移管・分離等に伴い、本人の同意を得て他会社会転籍する場合は、次のとおり

轍 う。

(1) 転 籍時における基半賃金は、原則として転籍直前における東芝基準による額を下回

らないものとする。

(2)退 職手当金|よ原則として転籍喘こは鶏合き八 転籍先の会社を退職する際に東芝

在籍期間を通算して支給する。

(3) 出 向期間は、原則として1年間とする。

(4) 出 向期間を含む6年間を保障期間とし、次のとおり取扱う。

① 基準簸 は、建 基準による額割卿け る。

② 退 職手当金は、保障期間中に退職する場合は、東芝基準による額を支給する。

③ 転籍先に企経秘齢帳いなし場合、あるいl難 の準金制度… 基金

を卜回る場合は、転籍嘲こ―括して補償する。なお、具体的な補償額の算定方法は、

値拐1にけ る。

④ 保障期間中において、転籍先で雇用を継続することが困難な事態が生じた場合は、

東芝グループ内において就業の場癬 する。

上記保障期間における賞与は、東芝基準による基礎賞与の額を例障する。

その他の取扱については、都度協議する。

2   鶴

3  事 業の移管 ・分離に伴い、本人同意を得て他会社ヽ転籍する場合であつて、

より莫師 場`合は、着颯訪鶴義する。

上記 1に
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